
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                 

                      

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１ 反則金は、どこで納められますか？ 

 

    銀行(国庫金の収納ができる地方銀行、都市銀行、信用金庫) 

　  または郵便局です。

  コンビニエンスストアなどでは納付することができませんの

で御了承をお願いいたします。

交通違反の反則金について 

交通反則通告制度のあらまし 
 

◎　交通違反のうち、反則者(無免許運転者、酒気帯び運転者及び反則行為によって交 

　通事故を起こした者等を除いた交通違反者)が、反則行為(比較的軽微で定型的な違 

　反～例として信号無視など)をした場合は、刑事手続に先行して行政手続として処理す

　る制度です。 

◎　反則金を納付すれば、当該道路交通法違反については公訴を提起(少年の場合は家 

庭裁判所の審判)されないという制度です。 

◎　反則金を納付しない場合は刑事手続に移行し、検察官が起訴すれば裁判を受ける。 

　　(少年の場合は家庭裁判所の審判に付される)こととなります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 反則金を分割で納められますか？ 

 

    反則金の分割払はできないことになっていますので、一括で 

　  納付してください。

Ｑ３ 反則金と罰金との違いは？ 

 

   反則金は、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付 

　 する「行政上の制裁金」とされていますので、「前科」として残 

ることはありません。

  罰金は、法律に定められた刑罰の一つになっていますので、 

「前科」になります。

 

    交通反則告知書(警察官から手渡された青い違反切符)に記載 

　  された出頭日に違反された本人が、釧路方面交通反則通告セン 

 ター(所在地～釧路市黒金町10丁目５－１釧路方面本部内４Ｆ) 

 に来ていただければ、出頭された日の翌日から起算して10日目

 まで有効な新たな納付書を通告書とともに交付します (これを

「交付通告」といいます。)ので、それにより納付することがで

 きます。

Ｑ４ 仮納付期限までに反則金を納付できなかったときは？ 

釧路方面管内で違反をされた方で、釧路方面管内に居住されている方 

※釧路方面管内とは～釧路、根室、中標津、厚岸、弟子屈、 

帯広、池田、本別、新得、広尾の各警察署管内です。         

※ 出頭する、しないは「任意」です。 

　出頭日は都合があって無理だという場合には、出頭日後でも交付通告(上記の手続き) 

を行うことができますので、事前に御連絡をお願いいたします。 

なお、出頭する際は、◇ 交通反則告知書 

◇ 納付書 

◇ 運転免許証等(御本人と確認できるもの) 

　を御持参のうえ、金融機関にて納付する都合上、「午後３時まで」に出頭していただ 

くよう、お願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　出頭日に来られなかった方には、交通反則告知書を渡された日 

　 から、概ね１か月から２か月後に新たな納付書と通告書を書留郵

便で送付します(これを「送付通告」といいます。)ので、それに

より納付することができます。ただし、この場合には、郵送料と

して実費940円が反則金に加算されますので、御了承をお願いい

たします。 

 

 　交通反則告知書を渡された日から概ね１か月から２か月後に、

　 釧路方面交通反則通告センターから、納付書と通告書を書留郵便

で送付いたしますので、それにより納付することができます。た

だし、この場合には、郵送料として実費940円が反則金に加算さ

れますので、御了承をお願いいたします。

 

 　反則告知を受けた本人の意思に基づいていれば、代理の方の納 

　 付でもかまいません。 

　領収証書(納付書の１枚目)は必ず受け取って、しばらくの間御 

自身が保管しておくことをお勧めします。　

 

 　違反の内容によって手続きが異なる場合がありますので、お手

　 数ですが釧路方面交通反則通告センター(釧路方面管外で違反さ

れた方は、違反場所を管轄する都道府県警察の交通反則通告セン

ター)までお問合せください。

 

 　通告を受けても、反則金を納付されない場合は、道路交通法違 

　 反として刑事手続に移行することとなります。 

◇　成人の場合は検察庁に書類が送致され、起訴されると裁判に 

　なります。 

◇　少年の場合は家庭裁判所に書類が送付され、審判を委ねられ 

　ることとなります。　

釧路方面管内で違反をされた方で、釧路方面管外(他の都府県)に居住されている方

Ｑ５ 反則金の納付を家族等に頼んでもいいのですか？

Ｑ６ 通告による納付書でも、納付期限内に納付できなかったときは？ 

Ｑ７ 反則金を納付しなかった場合は、どうなりますか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 　お手数ですが、違反地を管轄する都道府県警察の交通反則通告 

　 センターに、新しい住所、連絡先を御連絡ください。

Ｑ８ 違反の後で住所が変わりましたが、反則金を納めていないときは？ 

釧路方面交通反則通告センターの所在地等 

〒０８５－８５１１ 釧路市黒金町１０丁目５－１ 釧路方面本部内４Ｆ 

電話番号 ０１５４－２５－０１１０ 内線( ５１４２、５１４３ ) 

　交通反則通告制度について御不明な点がありましたら、お電話にてお問合せく

ださい。 

　なお、お電話でのお問合せは、平日の午前８時４５分から午後５時３０分まで 

ですので、御了承ください。 


